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１  市公金の収納について 

 

（１） 市公金の種別 

市税 

市民税・県民税・森林環境税（普通徴収・特別徴収） 国民健康保険税 

法人市民税 固定資産税・都市計画税 固定資産税（償却資産） 

軽自動車税（種別割） 特別土地保有税 市たばこ税 

事業所税 入湯税  

税外 

下水道事業受益者負担金 下水道使用料 水洗便所改造資金貸付金償還金 

介護保険料 後期高齢者医療保険料 心身障害者扶養共済掛金 

保育料 放課後児童クラブ指導料 母子父子寡婦福祉資金貸付金 

市営住宅等使用料 市営住宅等駐車場使用料 市営霊園管理料（墓地管理料） 

し尿収集運搬手数料 育英資金返還金（入学準備金・

奨学金） 

高等学校授業料（中等教育学校

授業料） 

学校給食費 日本スポーツ振興センター保護

者負担金 

高等学校入学料（中等教育学校

進級料） 

その他 

高等看護学院授業料 負担金 使用料 

手数料 

（入学選考手数料含む） 

雑入 歳入歳出外現金 

 

（２） 収納の基本手続 

  出納取扱店、派出所、収納取りまとめ店及び収納取扱店（注１）（以下「出納取扱店等」

という。）は、市長又はその委任を受けた職員が発した納税通知書、納入通知書、返納通

知書又は納付書（以下「通知書等」という。）によって納入者から公金を収納してくださ

い。これらの通知書等において納期限を経過し、かつ延滞金を徴収する収入（４－１か

ら４－８の該当科目）については、延滞金を計算のうえ合算して収納してください。 

 

（注１）出納取扱店等について 
 

種類 説明 

出納取扱店 指定金融機関、指定代理金融機関、下水道事業総括出納取

扱金融機関及び下水道事業出納取扱金融機関の店舗のう

ち、公金の出納及び預金の事務を行うものをいう。 

収納取りまとめ店 収納代理金融機関及び下水道事業収納取扱金融機関の店舗

のうち、公金の収納及び預金の事務を行うものをいう。 

収納取扱店 指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関、下

水道事業総括出納取扱金融機関、下水道事業出納取扱金融

機関及び下水道事業収納取扱金融機関の店舗のうち、公金

の収納事務を行うものをいう。 

派出所 出納取扱店がさいたま市役所及び各区役所において公金の

出納を行うための派出先をいう。 
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注意 当該通知書等による公金の収納ができないもの 

ア  当該会計年度（出納整理期間を含む。）を経過したもの。 

イ  通知書等の金額が改ざんしてあるもの。 

ウ  通知書等の各片の記載金額又は記載事項が一致していないもの。 

エ  出納取扱店等を納付場所として指定していないもの。 

 

 

（３） 領収書の交付 

  出納取扱店等は、公金を収納したときは、以下のように取り扱ってください。 

・通知書等の各片に取扱印を押してください。 

・納入者に領収書を交付してください。 

・納期前納付による報奨金（下水道事業受益者負担金に限る。以下同じ。）の繰替払をし

たとき、又は延滞金の収納をしたときは、領収書及び納付済通知書の所定の欄に当該

金額を記入し、かつ納入額にそれぞれの金額を加減して合計額を必ず記入してくださ

い。 

 

（４） 証券の条件等 

市公金の納入については、現金のほか、小切手、国債・地方債の利札、ゆうちょ銀行

が発行する払出証書及び為替証書についても、次の条件を満たすものは受け入れてく

ださい（他行を支出地とする小切手を受け入れない金融機関を除く。）。 

 

種類 取扱い 

小切手 振出しの日から起算して１０日を経過していないもの。（注：ただ

し、さいたま市会計管理者振出しの小切手は、１年間有効です。） 

国債・地方債の利札 当該利札に対する利子の支払いの際、課税される租税の額に相当す

る金額を控除したものをもって納付金額とします。 

払出証書及び為替証書 発行の日から起算して５か月を経過していないもの。 

 

  出納取扱店等は、上記の証券による納付があったときは、納入者の通知書等の各片に

「証券受領」の表示をし、その金額が納入金額の一部である場合は、表示のかたわらに

証券金額を付記してください。 

 

（５） 収納取扱店及び収納取りまとめ店の取扱い 

店舗の種類 取扱い 

収納取扱店 公金を収納したときは、当該収納金及びこれに係る納付済通知書を即日又

は翌営業日に収納取りまとめ店へ送付してください。 

収納取りまとめ店 収納した公金及び収納取扱店から送付された収納金並びにこれらに係る納

付済通知書等を毎日取りまとめ、納付済通知書は公金収納報告書（「さいた

ま市公金収納報告書」、「さいたま市下水道事業公金収納報告書」）を添えて、

速やかに埼玉りそな銀行さいたま営業部に送付してください。 
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（６） 公金収納報告書（日報）の作成方法 

  公金収納報告書の作成（ゆうちょを除く。）については、次の事項に注意して種別ごと

に一括した金額を所定の欄に記入してください。 

ア  公金収納報告書（日報）は、一般分は「さいたま市公金収納報告書」、下水道事業会

計分は「さいたま市下水道事業公金収納報告書」に分けて作成してください。 

イ 下水道事業受益者負担金について報奨金の取扱いをしたときは、収納金額欄に報奨

金を差し引く前の金額を記入し、差し引いた報奨金額を前納報奨金欄に記入してくだ

さい。 

ウ  ＯＣＲ方式（光学式文字読取方式）の納付済通知書と、それ以外の納付済通知書を

分けて記入してください。 

 

（７）帳簿の整理 

出納取扱店等は、公金の収支を明確にするため整理簿等（２６ページ別表６）を備え、

整理してください。 

     

（８）収納証拠書類の保管年限 

公金収納報告書（ゆうちょを除く。）、整理簿等及び金融機関保管用の納付書は、翌年

度から起算して５年間保管してください。 

 

（９）マルチペイメントネットワークを活用したペイジー収納サービス 

   ペイジー収納サービスについて必要な事項は、指定金融機関埼玉りそな銀行とＭＰＮ

参加金融機関とで締結している「マルチペイメントネットワーク収納サービスを利用し

たさいたま市公金の収納事務取扱に関する協定書」に定めています。 

 

（１０）eL-QR を利用して収納した場合の取扱い 

   市税の納付書に印字された eL-QRを利用して収納した場合は、特定金融機関（地方税共

同機構が収納の事務を委託した金融機関をいいます。）として収納したことになります。

市との契約に基づく指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関として収納

したものではないため、この要領は適用しません。 
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２  納付済通知書等（ＯＣＲ方式）による収納取扱いについて 

 

（１） 通知書等の発送 

通知書等の発送は、下表のとおりです。 

 

科目 期別 発送時期 

市民税・県民税・森林環境税

（普通徴収） 

第１期～第４期 ６月上旬 

期限後申告分等 ６月中旬～翌年１月中旬 

随時分、過年度分 毎月 

固定資産税・都市計画税、 

固定資産税（償却資産） 

第１期～第４期 ５月上旬 

随時分、過年度分 毎月 

軽自動車税（種別割） 全期 ５月上旬 

随時分、過年度分 毎月 

国民健康保険税 第１期～第８期 ７月中旬 

随時分、過年度分 毎月 

下水道事業受益者負担金 第１期から第４期 ６月上旬 

水洗便所改造資金貸付金償還金 ・原則として口座振替による納付 

・口座振替が不能となった場合…その都度納入通知書を発送 

保育料 
毎月当月分 毎月当月中旬 

放課後児童クラブ指導料 

介護保険料 第１期～第８期 ７月上旬 

随時分、過年度分 毎月 

後期高齢者医療保険料 第１期～第８期 ７月中旬 

随時分、過年度分 毎月 

市営霊園管理料(墓地管理料) 全期 ５月上旬 

市営住宅等使用料 年２回に分け、発送 

①４月期～９月期 

②１０月期～翌年３月期 

 

①４月上旬 

②１０月上旬 

市営住宅等駐車場使用料 

し尿収集運搬手数料 年６回に分け、発送 

①第１期（２～３月分） 

②第２期（４～５月分） 

③第３期（６～７月分） 

④第４期（８～９月分） 

⑤第５期（１０～１１月分） 

⑥第６期（１２～１月分） 

 

①５月上旬 

②７月上旬 

③９月上旬 

④１１月上旬 

⑤翌年１月上旬 

⑥翌年３月上旬 

随時分 毎月 

心身障害者扶養共済掛金 毎月当月分 毎月当月中旬 

育英資金返還金 

（入学準備金・奨学金） 

・原則として口座振替による納付 

・口座振替が不能となった場合…その都度納付書を発送 
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高等学校授業料 

（中等教育学校授業料） 

・原則として口座振替による納付 

・口座振替が不能となった場合…その都度納付書を発送 

高等学校入学料 

（中等教育学校進級料） 

学校給食費 

日本スポーツ振興センター保護

者負担金 

 

 
（２）収納取扱上の留意点 

上記（１）に掲げる公金の通知書等は、ＯＣＲ方式（光学式文字読取方式）の帳票を

採用しています。 
また、市民税・県民税・森林環境税（特別徴収）、法人市民税、市たばこ税、事業所税、

入湯税の通知書等の一部でＯＣＲ方式の帳票を採用しています。 
 
注意 ＯＣＲ方式の通知書等の留意点 

ア  領収印は、領収日付欄の枠内に押印する。 
イ  納付済通知書に、鉛筆等でチェック、覚書き等の文字の書き込みをしない。 
ウ  延滞金の発生する場合は、指定枠内に延滞金額等を記入する。 
エ  納付済通知書等を切り離す際は、ミシン目から正確に切り取る。 
オ  切り離した納付済通知書等の期別と、領収書等の期別が同じであるか再確認する。 
カ  送付上の便利さのために、納付済通知書に穴アケ、穴トジはしない。 
キ  汚損のないよう注意する。 

 
（３）納付済通知書の送付方法（２７ページ参照） 

納付済通知書は、「さいたま市公金収納報告書」及び「さいたま市下水道事業公金収納

報告書」（２３、２４ページ 参照１①②）のそれぞれの種別ごとに分別し、その中で次

のア、イに細別して送付してください。 
 

納付書の種類 送付方法 
ア  ＯＣＲ化されている納付済通

知書 
・一般分のＯＣＲ納付済通知書には、「さいたま市ＯＣＲ納付

済通知書集計表」（２５ページ 参照２①）を日計日、枚数及

び合計金額を記入のうえ添付してください。 
・下水道事業分のＯＣＲ納付済通知書には、「さいたま市下水道

事業ＯＣＲ納付済通知書集計表」（２５ページ 参照２②）を

日計日、枚数及び合計金額を記入のうえ添付してください。 
イ  ＯＣＲ化されてない納付済通

知書 
収納取りまとめ店において、各収納取扱店の納付済通知書を一

括して種別ごとにまとめてください。 
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３ 市税等納期限早見表

４月 ５月 ６月 ７月 ８月

１期 ２期

8.6.30 8.8.31
8.7.31 8.10.1

３月分 ４月分 ５月分 ６月分 ７月分

8.4.10 8.5.11 8.6.10 8.7.10 8.8.10
8.5.11 8.6.12 8.7.11 8.8.11 8.9.11

１期 ２期

8.6.1 8.7.31
8.7.2 8.9.1
全期

8.6.1
8.7.2

１期 ２期

8.7.31 8.8.31
8.9.1 8.10.1

１期

8.6.30
（8.7.1）

４月期 ５月期 ６月期 ７月期 ８月期

8.4.30 8.6.1 8.6.30 8,7,31 8.8.31
8,5,1 8.6.2 8.7.1 8.8.1 8.9.1
４月期 ５月期 ６月期 ７月期 ８月期

8.4.30 8.6.1 8.6.30 8.7.31 8.8.31

１期 ２期

8.7.31 8.8.31
8.11.1 8.12.1

全期  

8.6.1  

４月期 ５月期 ６月期 ７月期 ８月期

8.4.30 8.6.1 8.6.30 8.7.31 8.8.31
（8.5.1） （8.6.2） （8.7.1） （8.8.1） （8.9.1）

１期 ２期

8.6.1 8.7.31

４月期 ５月期 ６月期 ７月期 ８月期

8.4.30 8.6.1 8.6.30 8.7.31 8.8.31

４月期 ５月期 ６月期 ７月期 ８月期

8.4.30 8.6.1 8.6.30 8.7.31 8.8.31

４月期 ５月期 ６月期 ７月期 ８月期

8.4.30 8.6.1 8.6.30 8.7.31 8.8.31

８月期

8.8.31

全期

8.4.30 

１期 ２期

8.7.31 8.8.31
8.11.1 8.12.1

１期 ２期

8.6.30 8.7.31

全期

8.8.31

下水道事業受益者負担金

市民税・県民税・森林環境税
（普通徴収）

市民税・県民税・森林環境税
（特別徴収）

固定資産税・都市計画税、
固定資産税（償却資産）

軽自動車税（種別割）

国民健康保険税

水洗便所改造資金
貸付金償還金

保育料、
放課後児童クラブ指導料

介護保険料

市営霊園管理料
(墓地管理料)

市営住宅等使用料、
市営住宅等駐車場使用料

し尿収集運搬手数料

心身障害者扶養共済

母子父子寡婦福祉資金貸付金

各科目各月の 上段：期別、中段：納期限、下段：延滞金年利が年９．１％（令和８年については、延滞金特例基準割合に年
７．３％を加算した割合）となる日。ただし（　）については、１０．７５％で計算する日を表す。水洗便所改造資金貸付
金償還金のみ、下段：延滞金年利が年７．３％となる日。

育英資金返還金
（入学準備金・奨学金）

高等学校授業料
（中等教育学校授業料）

高等学校入学料
（中等教育学校進級料）

後期高齢者医療保険料

学校給食費

日本スポーツ振興センター保
護者負担金
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９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月

３期 ４期

8.11.2 9.2.1
8.12.3 9.3.2

８月分 ９月分 １０月分 １１月分 １２月分 １月分 ２月分

8.9.10 8.10.13 8.11.10 8.12.10 9.1.12 9.2.10 9.3.10
8.10.11 8.11.14 8.12.11 9.1.11 9.2.13 9.3.11 9.4.11

３期 ４期

9.1.4 9.3.1
9.2.5 9.4.2

３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期

8.9.30 8.11.2 8.11.30 9.1.4 9.2.1 9.3.1
8.11.1 8.12.3 9.1.1 9.2.5 9.3.2 9.4.2
２期 ３期 ４期

8.9.30 9.1.4 9.3.31
（8.10.1） （9.1.5） （9.4.1）

９月期 １０月期 １１月期 １２月期 １月期 ２月期 ３月期

8.9.30 8.11.2 8.11.30 9.1.4 9.2.1 9.3.1 9.3.31
8.10.1 8.11.3 8.12.1 9.1.5 9.2.2 9.3.2 9.4.1
９月期 １０月期 １１月期 １２月期 １月期 ２月期 ３月期

8.9.30 8.11.2 8.11.30 9.1.4 9.2.1 9.3.1 9.3.31

３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期

8.9.30 8.11.2 8.11.30 9.1.4 9.2.1 9.3.1
9.1.1 9.2.3 9.3.1 9.4.5 9.5.2 9.6.2

９月期 １０月期 １１月期 １２月期 １月期 ２月期 ３月期

8.9.30 8.11.2 8.11.30 9.1.4 9.2.1 9.3.1 9.3.31
（8.10.1） （8.11.3） （8.12.1） （8.1.5） （9.2.2） （9.3.2） （9.4.1）

３期 ４期 ５期 ６期

8.9.30 8.11.30 9.2.1 9.3.31

９月期 １０月期 １１月期 １２月期 １月期 ２月期 ３月期

8.9.30 8.11.2 8.11.30 9.1.4 9.2.1 9.3.1 9.3.31

９月期 １０月期 １１月期 １２月期 １月期 ２月期 ３月期

8.9.30 8.11.2 8.11.30 9.1.4 9.2.1 9.3.1 9.3.31

９月期 １０月期 １１月期 １２月期 １月期 ２月期 ３月期

8.9.30 8.11.2 8.11.30 9.1.4 9.2.1 9.3.1 9.3.31

１１月期 １２月期 １月期

8.11.30 9.1.4 9.2.1

３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期

8.9.30 8.11.2 8.11.30 9.1.4 9.2.1 9.3.1
9.1.1 8.2.3 8.3.1 9.4.5 9.5.2 9.6.2
３期 ４期 ５期 ６期 ７期 ８期 ９期

8.9.30 8.11.2 8.11.30 9.1.4 9.2.1 9.3.1 9.3.31
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４  市公金の取扱いについて 

 

 
 
４－１  市税の延滞金の取扱いについて 

 
納期限後の納入については、地方税法及びさいたま市市税条例の規定により延滞金を計

算し、本税と合わせて収納してください。 
 
（１）延滞金取扱いの一般的事項 

期間・金額 取扱い 

納期限の翌日から１か月を経過する日

までの期間 

令和８年中においては年２．８％で計算します。 

（延滞金特例基準割合が年７．３％に満たない場合は、

その年中において、「延滞金特例基準割合に年１％を加算

した割合」と「年７．３％」のいずれか低い割合） 

納期限の翌日から１か月を経過した日

から納付の日までの期間 

令和８年中においては年９．１％で計算します。 

（「延滞金特例基準割合に年７．３％を加算した割合」と

「年１４．６％」のいずれか低い割合） 

計算の基礎となる税額（各期分）が、 

２，０００円未満の場合 

延滞金は計算しません。 

計算の基礎となる税額（各期分）に、 

１，０００円未満の端数がある場合 

その端数を切り捨てて１，０００円単位で計算します。 

 

延滞金額に１００円未満の端数がある

場合 

その端数を切り捨てて１００円単位で収納します。 

延滞金額の全額が１，０００円未満の

場合 

全額を切り捨てて収納しません。 

 

  

延滞金特例基準割合とは、各年の前年に租税特別措置法第９３条第２項の規定により告

示された割合（各年の前々年の９月から前年の８月までにおける国内銀行の新規の短期貸

出約定平均金利の平均）に年１％を加算した割合をいいます。 
令和８年１月１日から１２月３１日までは、１．８％です。 
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（２）延滞金の算出例 

税 目  令和８年度市県民税（普通徴収）第３期分 
納 期 限  令和８年１０月３１日 
納入年月日  令和８年１２月１３日（経過日数４３日） 
（事例１）納付税額１２０，０００円の場合 

ア 納期限後１か月を経過する日まで（１１月

１日から１１月３０日まで） 

１２０，０００円×２．８％×３０日÷３６５

日≒２７６円（１円未満切捨て） 

 

イ 納期限後１か月を経過した日から納付日ま

で（１２月１日から１２月１３日まで） 

１２０，０００円×９．１％×１３日÷３６５

日≒３８８円（１円未満切捨て） 

ウ 延滞金の額 ア＋イ＝６６４円  

→１，０００円未満のため収納しません。 

 
 
（事例２）納付税額２１８，８００円（計算の基礎となる額２１８, ０００円）の場合 

ア 納期限後１か月を経過する日まで（１１月

１日から１１月３０日まで） 

２１８，０００円×２．８％×３０日÷３６５

日≒５０１円（１円未満切捨て） 

イ 納期限後１か月を経過した日から納付日ま

で（１２月１日から１２月１３日まで） 

２１８，０００円×９．１％×１３日÷３６５

日≒ ７０６円（１円未満切捨て） 

ウ 延滞金の額 ア＋イ＝１，２０７円  

→１，２００円（１００円未満切捨て） 

 
 
（３）指定期限付納付書（催告書等）の取扱い 

指定期限付納付書（催告書等）の場合は、延滞金額が電算印字で表示されていますの

で、その金額で取り扱ってください。 
ただし、指定期限までに収納するものに限ります。 
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４－２  下水道事業受益者負担金の取扱いについて 

 

○ 納期前納付の割引 

  負担金を５年分一括納付などした場合、納期前納付の期数に応じて報奨金が交付され

ます。たとえば、第１期納期限（令和８年６月３０日）までに第１期に加え第２期分を

納付すると、第２期分が報奨金の対象になり、この場合の納期前納付の期数は「１」で

交付率は２％です（下表参照）。また、第１期納期限までに５年分まとめて納付すると、

納期前納付の期数が「１９」で交付率が２０％になります。 

 

報奨金交付率 

納期前納付した納期数 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 

報奨金交付率（％） 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

 

○ 納期前納付の取扱い 

（１） 令和８年６月３０日以前 

ケース 取扱い 

全期一括納付を申し出た場合 納付書３ページ目の『全』を使用してください。 

報奨金については、既に計算済みのため合計納付額欄に記

載してある金額を収納してください。 

１年分や納期前納付を申し出た場合 納付書の４ページ目から７ページ目までを使用してくださ

い。 

報奨金交付率は上表のとおり変動するため、南北建設事務

所下水道管理課料金係まで連絡してください。 

当該１期分納付を申し出た場合 納付書の４ページ目を使用してください。 

報奨金は交付されません。 

 

 

（２） 令和８年７月１日以降 

ケース 取扱い 

全期一括納付を申し出た場合で、 

令和８年６月３０日納期限の納付書

を持参した場合 

南北建設事務所下水道管理課料金係で納付書の再交付を受

けるようお伝えください。納期限を訂正し、報奨金額を計

算し直した納付書を発行します。 

全期一括納付を申し出た場合で、 

令和８年７月１日以降の納期限が印

字又は押印された納付書を持参した

場合 

納付書３ページ目の『全』を使用してください。 

報奨金については、既に計算済みのため合計納付額欄に記

載してある金額を収納してください。 

１年分や納期前納付を申し出た場合 納付書の４ページ目から７ページ目までを使用してくださ

い。 

報奨金交付率は上表のとおり変動するため、南北建設事務

所下水道管理課料金係まで連絡してください。 

当該１期分納付を申し出た場合 納付書の４ページ目から７ページ目までを使用してくださ

い。 

報奨金は交付されません。 
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○ 延滞金 

（１） 延滞金取扱いの一般的事項 

納期限の翌日から年１０．７５％で計算します。 

ケース 取扱い 

計算の基礎となる納付額（各期分）

が２，０００円未満の場合 

延滞金は計算しません。 

計算の基礎となる納付額に１，００

０円未満の端数がある場合 

その端数を切り捨てて１，０００円単位で計算します。 

延滞金額に１００円未満の端数があ

る場合 

その端数を切り捨てて１００円単位で収納します。 

延滞金額の全額が１，０００円未満

の場合 

全額を切り捨てて収納しません。 

督促状に指定する納期限までに完納

した場合 

延滞金は収納しません。 

期限が過ぎた納付書等 重複納入のおそれや延滞金額が変わる場合等があります

ので、南北建設事務所下水道管理課料金係まで連絡して

ください。 

 

（２） 延滞金の算出例 

  下水道事業受益者負担金第１期分（納期限 令和８年６月３０日） 

    納入年月日  令和８年８月１９日（経過日数５０日） 

（事例１）納付額１，９００円の場合 

納付額が２，０００円未満のため延滞金は収納しません。 

（事例２）納付額６５，０００円の場合 

６５，０００円×１０．７５％×５０日÷３６５日≒９５７円 

→延滞金の額が１，０００円未満のため収納しません。 

（事例３）納付額９２，６００円の場合 

９２，０００円×１０．７５％×５０日÷３６５日≒１，３５４円 

→延滞金の額は、１，３００円（１００円未満切捨て）となります。 
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４－３  水洗便所改造資金貸付金償還金の取扱いについて 

 
  納付書での納入については、次のとおり取り扱いください。 
 
（１）納付書に指定されている期限までに納める場合 

電算印字で表示されている金額で取り扱ってください。 

 

（２）納付書に指定されている期限後に納める場合 

   期限が過ぎた納付書は重複納入のおそれや延滞金が発生する場合等がありますので、

下記の問い合わせ先まで連絡するようお伝えください。 

 

【問い合わせ先】 

① 通知書番号（５ケタ）の下３ケタが５００未満 

北部建設事務所下水道管理課排水設備係 ＴＥＬ：０４８－６４６－３２４９ 

② 通知書番号（５ケタ）の下３ケタが５００以上 

南部建設事務所下水道管理課料金係 ＴＥＬ：０４８－８４０－６２４８ 
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４－４  介護保険料の延滞金の取扱いについて 

 

納期限後の納入については、さいたま市介護保険条例の規定により延滞金を計算し、保険料

と合わせて収納してください。 

 

（１）延滞金取扱いの一般的事項 

期間・金額 取扱い 

納期限の翌日から３か月（市税の１か

月とは異なります。）を経過する日まで

の期間 

令和８年中においては年２．８％で計算します。 

（延滞金特例基準割合が年７．３％に満たない場合は、

その年中において、「延滞金特例基準割合に年１％を加算

した割合」と「年７．３％」のいずれか低い割合） 

納期限の翌日から３か月（市税の１か

月とは異なります。）を経過した日から

納付の日までの期間 

令和８年中においては年９．１％で計算します。 

（「延滞金特例基準割合に年７．３％を加算した割合」と

「年１４．６％」のいずれか低い割合） 

計算の基礎となる保険料額（各期分）

が、２，０００円未満の場合 

延滞金は計算しません。 

計算の基礎となる保険料額（各期分）

に１，０００円未満の端数がある場合 

その端数を切り捨てて１，０００円単位で計算します。 

延滞金額に１００円未満の端数がある

場合 

その端数を切り捨てて１００円単位で収納します。 

延滞金額の全額が１，０００円未満の

場合 

全額を切り捨てて収納しません。 

 

（２）延滞金の算出例 

保 険 料  介護保険料 第１期 

納 期 限  令和８年７月３１日 

納入年月日  令和８年１２月２５日（経過日数１４７日） 

（事例１）納付額１，９００円の場合 

納付額が２，０００円未満のため延滞金は収納しません。 

（事例２）納付額１６，９００円（計算の基礎となる額は１６, ０００円）の場合 

ア 納期限後３か月を経過する日まで 

（８月１日から１０月３１日まで） 

１６，０００円×２．８％×９２日÷３６５日 

≒１１２円（１円未満切捨て） 

イ 納期限後３か月を経過した日から納付日まで 

（１１月１日から１２月２５日まで） 

１６，０００円×９．１％×５５日÷３６５日 

≒２１９円（１円未満切捨て） 

ウ 延滞金の額 ア＋イ＝３３１円  

→１，０００円未満のため収納しません。 

 
 

（３）指定期限付納付書（催告書）の取扱い 

指定期限付納付書（催告書）の場合は、延滞金額が電算印字で表示されていますので、

その金額で取り扱ってください。 

ただし、指定期限までに収納するものに限ります。 
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４－５  後期高齢者医療保険料の延滞金の取扱いについて 
 

納期限後の納入については、さいたま市後期高齢者医療に関する条例の規定により延滞

金を計算し、保険料と合わせて収納してください。 
  

（１）延滞金取扱いの一般的事項 
期間・金額 取扱い 

納期限の翌日から３か月（市税の１か月

とは異なります。）を経過する日までの

期間 

令和８年中においては年２．８％で計算します。 

（延滞金特例基準割合が年７．３％に満たない場合は、

その年中において、「延滞金特例基準割合に年１％を加

算した割合」と「年７．３％」のいずれか低い割合） 

納期限の翌日から３か月（市税の１か月

とは異なります。）を経過した日から納

付の日までの期間 

令和８年中においては年９．１％で計算します。 

（「延滞金特例基準割合に年７．３％を加算した割合」

と「年１４．６％」のいずれか低い割合） 

計算の基礎となる保険料額（各期分）

が、２，０００円未満の場合 

延滞金は計算しません。 

計算の基礎となる保険料額（各期分）

に、１，０００円未満の端数がある場合 

その端数を切り捨てて１，０００円単位で計算します。 

延滞金額に１００円未満の端数がある場

合 

その端数を切り捨てて１００円単位で収納します。 

延滞金額の全額が１，０００円未満の場

合 

全額を切り捨てて収納しません。 

 
（２）延滞金の算出例 
    保 険 料  後期高齢者医療保険料 第１期    
    納 期 限  令和８年７月３１日 
    納入年月日  令和８年１２月２５日（経過日数１４７日） 

（事例１）納付額１，９００円の場合 

納付額が２，０００円未満のため延滞金は収納しません。 

（事例２）納付額３０，５００円（計算の基礎となる額は３０, ０００円）の場合 

ア 納期限後３か月を経過する日まで 

（８月１日から１０月３１日まで） 

３０，０００円×２．８％×９２日÷３６５日 

≒２１１円（１円未満切捨て） 

イ 納期限後３か月を経過した日から納付日

まで（１１月１日から１２月２５日まで） 

３０，０００円×９．１％×５５日÷３６５日 

≒４１１円（１円未満切捨て） 

ウ 延滞金の額 ア＋イ＝６２２円  

→１，０００円未満のため収納しません。 

（事例３）納付額６９，１００円（計算の基礎となる額は６９, ０００円）の場合 

ア 納期限後３か月を経過する日まで 

（８月１日から１０月３１日まで） 

６９，０００円×２．８％×９２日÷３６５日 

≒４８６円（１円未満切捨て） 

イ 納期限後３か月を経過した日から納付日

まで（１１月１日から１２月２５日まで） 

６９，０００円×９．１％×５５日÷３６５日 

≒９４６円（１円未満切捨て） 

ウ 延滞金の額 ア＋イ＝１，４３２円  

→１，４００円（１００円未満切捨て） 
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（３）指定期限付納付書（催告書）の取扱い 
指定期限付納付書（催告書）の場合は、延滞金額が電算印字で表示されていますので、

その金額で取り扱ってください。 
ただし、指定期限までに収納するものに限ります。 
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４－６  母子父子寡婦福祉資金貸付金の違約金（延滞金）の取扱いについて 

 

納期限後の納入については、違約金（延滞金）を計算し、償還金と合わせて収納してく

ださい。 
 
 （１） 違約金（延滞金）取扱いの一般的事項 

期間・金額 取扱い 

納期限の翌日から平成２７年３月３１日まで 年１０.７５％で計算します。 

平成２７年４月１日から令和２年３月３１日まで 年５％で計算します。 

令和２年４月１日から 年３％で計算します。 

違約金の額に１円未満の端数がある場合 その端数を切り捨てて１円単位で収納します。 

違約金の全額が１００円未満の場合 全額を切り捨てて収納しません。 

違約金が発生した場合 ・納付書の延滞日数欄に延滞日数 

・違約金欄に違約金額 

・合計欄に元金と違約金の合計額 

以上３点を記入し収納してください。 

 
（２）違約金（延滞金）の算出例 

  １ 令和８年６月期分 
納 期 限：令和８年６月３０日 

納入年月日：令和８年８月１４日 

延 滞 日 数：４５日 

（事例１）償還金の金額（延滞元利金額）６，４００円の場合 

６，４００円×３％×４５日÷３６５日≒２３．６７円 

    →１００円未満のため収納しません。 

（事例２）償還金の金額（延滞元利金額）３０，０００円の場合 

３０，０００円×３％×４５日÷３６５日≒１１０．９５円 

→延滞金の額は、１１０円（１円未満切捨て）となります。 

 
 ２ 平成２７年１月期分 

納 期 限：平成２７年２月２日 
納入年月日：令和８年８月１７日 
延 滞 日 数：５７日（平成２７年３月３１日まで（年１０.７５％）） 

１，８２７日（令和２年３月３１日まで（年５％）） 

  ２，３３０日（令和２年４月１日から（年３％）） 

（事例３）償還金の金額（延滞元利金額）６，４００円の場合 

ア 平成２７年３月３１日までの部分 ６，４００円×１０．７５％×５７日÷３６５日 

≒１０７円（１円未満切捨て） 

イ 令和２年３月３１日までの部分 ６，４００円×５％×１，８２７日÷３６５日 

≒１，６０１円（１円未満切捨て） 
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ウ 令和２年４月１日からの部分 ６，４００円×３％×２，３３０日÷３６５日 

≒１，２２５円（１円未満切捨て） 

エ 違約金（延滞金）の額 ア＋イ＋ウ＝２，９３３円 
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４－７ 市営住宅等使用料及び市営住宅等駐車場使用料の延滞金の取扱いについ  

    て 

 

納期限後の納入については、さいたま市市営住宅条例第２１条第２項の規定により延滞

金を計算し、使用料と合わせて収納してください。 

 

（１）延滞金取扱いの一般的事項 

期間・金額 取扱い 

納期限の翌日から完納の日まで 年１０．７５％で計算します。 

計算の基礎となる納付額（各期分）に、１

００円未満の端数がある場合 

その端数を切り捨てて１００円単位で計算しま

す。 

督促状に指定する納期限（原則として本来

の納期限の翌月末日）までに完納した場合 

延滞金は収納しません。 

延滞金額に１円未満の端数がある場合 その端数を切り捨てて１円単位で収納します。 

延滞金額の全額が１００円未満の場合 全額を切り捨てて収納しません。 

 

【延滞金に関する問い合わせ先】 

埼玉県住宅供給公社市町村営住宅課 

ＴＥＬ：０４８（８２９）２８７８ 

 

（２）延滞金の算出例 

住宅使用料  ６月期分（納期限６月３０日） 

納入年月日  ８月１１日（経過日数４２日） 

（事例１）納付額７，４００円の場合 

７，４００円×１０．７５％×４２日÷３６５日≒９１．５３円 

→１００円未満のため収納しません。 

（事例２）納付額５２，０００円の場合 

５２，０００円×１０．７５％×４２日÷３６５日≒６４３．２３円 

→延滞金の額は、６４３円（１円未満切捨て）となります。 
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４－８  学校給食費の遅延損害金の取扱いについて 

 
  納付書での納入については、次のとおり取り扱いください。 
 
（１）納付書に指定されている期限までに納める場合 

電算印字で表示されている金額で取り扱ってください。 

 

（２）納付書に指定されている期限後に納める場合 

   期限が過ぎた納付書は重複納入のおそれや遅延損害金が発生する場合等がありますの

で、下記の問い合わせ先まで連絡するようお伝えください。 

 

【問い合わせ先】 

教育委員会事務局学校教育部おいしい給食サポート課給食会計係  

ＴＥＬ：０４８－８２９－１５９１ 
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４ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

５ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

６ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

７ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

８ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

９ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１０ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

１ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

２ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

３ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

随時 ● ● ● ● ●

５　令和８年度口座振替月別科目及び口座振替データ引渡し日、

    口座振替日、返戻日一覧   

　
高
等
学
校
諸
会
費

　
水
洗
便
所
改
造
資
金
貸
付
金

　
償
還
金

　
市
営
住
宅
等
使
用
料

　
放
課
後
児
童
ク
ラ
ブ
指
導
料

　
軽
自
動
車
税

（
種
別
割

）

　
保
育
料

　
国
民
健
康
保
険
税

　
下
水
道
事
業
受
益
者
負
担
金

     　科目

  月

　
市
民
税
・
県
民
税
・

　
森
林
環
境
税

（
普
通
徴
収

）

　
市
営
住
宅
等
駐
車
場
使
用
料

　
し
尿
収
集
運
搬
手
数
料

　
心
身
障
害
者
扶
養
共
済

　
母
子
父
子
寡
婦
福
祉
資
金

　
貸
付
金

　
育
英
資
金
返
還
金

　

(
入
学
準
備
金
・
奨
学
金

）

　
固
定
資
産
税
・
都
市
計
画
税

　
介
護
保
険
料

　
高
等
学
校
入
学
料

　

（
中
等
教
育
学
校
進
級
料

）

　
高
等
学
校
授
業
料

　

（
中
等
教
育
学
校
授
業
料

）

　
固
定
資
産
税

（
償
却
資
産

）

口座振替データ引渡しについて

さいたま市が委託する口座振替処理業者とデータ伝送にて直接授受を行います。
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( 水 ) (木) ( 金 ) 午前

○ ( 月 ) (月) ( 木 ) 午前

○ ( 火 ) (火) ( 金 ) 午前

○ ○ ( 金 ) (金) ( 水 ) 午前

○ ○ ( 月 ) (月) ( 木 ) 午前

○ ○ ( 金 ) (水) ( 月 ) 午前

○ ○ ( 月 ) (月) ( 金 ) 午前

○ ○ ( 金 ) (月) ( 木 ) 午前

○ ○ ( 火 ) (月) ( 木 ) 午前

○ ○ ( 月 ) (月) ( 木 ) 午前

○ ○ ( 金 ) (月) ( 木 ) 午前

○ ( 水 ) (水) ( 月 ) 午前

●

市民税・県民税・森林環境税

固定資産税・都市計画税

固定資産税（償却資産）

軽自動車税（種別割）

国民健康保険税

令 和 8 年 8 月 31 日

令 和 8 年 9 月 30 日

令 和 8 年 11 月 2 日

令 和 8 年 11 月 30 日

令 和 9 年 1 月 4 日

　
日
本
ス
ポ
ー

ツ
振
興
セ
ン
タ
ー

 
保
護
者
負
担
金

< 口座振替データ引渡し日 >

　
市
営
霊
園
管
理
料

　

(

墓
地
管
理
料

）

 
学
校
給
食
費

市が委託する
口座振替処理業者

↓
金融機関様

　
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　　※下記科目の分割納付分は毎月の請求になります。

令 和 9 年 1 月 7 日

令 和 9 年 2 月 4 日

令 和 9 年 3 月 4 日令 和 9 年 3 月 1 日

令 和 9 年 2 月 1 日

令 和 9 年 3 月 24 日 令 和 9 年 3 月 31 日 令 和 9 年 4 月 5 日

左記科目は、指定の月以外にも随時分を請求することがあります。

令 和 8 年 4 月 22 日

令 和 8 年 5 月 25 日

令 和 8 年 6 月 23 日

令 和 8 年 7 月 24 日

令 和 8 年 8 月 24 日

令 和 8 年 9 月 18 日

令 和 8 年 10 月 26 日

令 和 8 年 12 月 22 日

令 和 9 年 1 月 25 日

令 和 9 年 2 月 19 日

令 和 8 年 5 月 8 日

令 和 8 年 11 月 20 日

口 座 振 替 日

令 和 8 年 6 月 4 日

金融機関様
↓

市が委託する
口座振替処理業者

< 口座振替データ返戻日 >

令 和 8 年 4 月 30 日

令 和 8 年 6 月 1 日

令 和 8 年 6 月 30 日

令 和 8 年 7 月 31 日

令 和 8 年 7 月 3 日

令 和 8 年 8 月 5 日

令 和 8 年 9 月 3 日

令 和 8 年 10 月 5 日

令 和 8 年 11 月 6 日

令 和 8 年 12 月 3 日
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2

金
融

機
関

市 　 　 　 　 　 税
5
9

5
7

5
6

5
3

3
7

4
3

4
2

4
6

6
1

4
4

4
5

4
7

5
2

5
1

6
5

税 　 　 　 　 　 　 外

3
5

6
0

5
5

5
8

2
1

小
　

　
　

　
　

　
　

計

4
1

6
3

6
2

6
4

3
6

小
　

　
　

　
　

　
　

計

9
8

9
9

銀
  

行
  

コ
  

ー
  

ド
 

取
 扱

 年
 月

 日
送

 金
 年

 月
 日

番
号

種
　

　
　

　
別

一
　

　
　

　
　

般
O

　
　

C
　

　
R

合
　

　
　

　
　

計
Ｍ

　
　

　
　

　
Ｔ

枚
　

数
金

　
　

　
額

枚
　

数
金

　
　

　
額

枚
　

数
金

　
　

　
額

枚
　

数
金

　
　

　
額

さ
い

た
ま

市
　

公
金

収
納

報
告

書

市
民

税
・

県
民

税
・

森
林

環
境

税
（

普
徴

）

法
人

市
民

税

固
定

資
産

税
・

都
市

計
画

税

固
定

資
産

税
（

償
却

資
産

）

市
民

税
・

県
民

税
・

森
林

環
境

税
（

特
徴

）

国
民

健
康

保
険

税

軽
自

動
車

税
（

種
別

割
）

市
た

ば
こ

税

特
別

土
地

保
有

税

事
業

所
税

放
課

後
児

童
ク

ラ
ブ

指
導

料

保
育

料

後
期

高
齢

者
医

療
保

険
料

市
営

霊
園

管
理

料

市
営

住
宅

等
使

用
料

市
営

住
宅

等
駐

車
場

使
用

料

し
尿

収
集

運
搬

手
数

料

育
英

資
金

返
還

金

介
護

保
険

料

心
身

障
害

者
扶

養
共

済
掛

金

母
子

父
子

寡
婦

福
祉

資
金

貸
付

金

高
等

学
校

授
業

料

高
等

学
校

入
学

料

学
校

給
食

費

合
　

　
　

　
計

日
本

ス
ポ

ー
ツ

振
興

セ
ン

タ
ー

保
護

者
負

担
金

そ
の

他

上
記

の
と

お
り

報
告

し
ま

す
。

㊞

さ
い

た
ま

市
会

計
管

理
者

様
さ

い
た

ま
市

指
定

金
融

機
関

様

年
月

日
年

月
日

2
/
4
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2

△
△

△

金
融

機
関

下 水 道 事 業 会 計

9
9

番
号銀

  
行

  
コ

  
ー

  
ド

 
取

 扱
 年

 月
 日

送
 金

 年
 月

 日

3
3

3
2

種
　

　
　

　
別

一
　

　
　

　
　

般

㊦
O

　
　

C
　

　
R

合
　

　
　

　
　

計
Ｍ

　
　

　
　

　
Ｔ

枚
　

数

合
　

　
　

　
　

　
計

3
1

9
7

水
洗

便
所

貸
付

金
償

還
金

金
　

　
　

額
枚

　
数

金
　

　
　

額
枚

　
数

金
　

　
　

額
枚

　
数

金
　

　
　

額

さ
い

た
ま

市
  

 下
水

道
事
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参照２  
① さいたま市ＯＣＲ納付済通知書集計表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

②さいたま市下水道事業ＯＣＲ納付済通知書集計表 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
※「さいたま市ＯＣＲ納付済通知書集計表」及び「さいたま市下水道事業ＯＣＲ納付済通知
書集計表」は、取扱い金融機関欄に予め名称を印刷したものをお渡しします。 
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８　問 合 せ 先 一 覧 表

◎ 庁舎代表番号
★ さいたま市役所  〒330-9588  さいたま市浦和区常盤６－４－４ ☎ （０４８）８２９－１１１１
☆ 西区役所   〒331-8587  さいたま市西区西大宮３－４－２ ☎ （０４８）６２２－１１１１
☆ 北区役所      〒331-8586  さいたま市北区宮原町１－８５２－１ ☎ （０４８）６５３－１１１１
☆ 大宮区役所   〒330-8501  さいたま市大宮区吉敷町１－１２４－１ ☎ （０４８）６５７－０１１１
☆ 見沼区役所 〒337-8586  さいたま市見沼区堀崎町１２－３６ ☎ （０４８）６８７－１１１１
☆ 中央区役所 〒338-8686  さいたま市中央区下落合５－７－１０ ☎ （０４８）８５６－１１１１

◎ 所管課直通電話番号

北区役所
高齢介護課

見沼区役所
高齢介護課

（０４８）６６９－６０６８ （０４８）６８１－６０６８

北区役所
保険年金課

見沼区役所
保険年金課

（０４８）６６９－６０５５ （０４８）６８１－６０５５

学校給食費

日本スポーツ振興センター保護者負担金

収納金全般に関すること

埼玉県住宅供給公社　市町村営住宅課　（０４８）８２９－２８７８
建設局　建築部　住宅政策課  　　　　 　　　 （０４８）８２９－１５２１

出納室　出納課　（０４８）８２９－１５９９

環境局　資源循環推進部　廃棄物対策課　（０４８）８２９－１３３６

教育委員会事務局　学校教育部　おいしい給食サポート課　（０４８）８２９－１５９１

市民税・県民税・森林環境税（特別
徴収）、法人市民税、特別土地保有
税、市たばこ税、事業所税、入湯税

建設局　南部建設事務所　下水道管理課　料金係   （０４８）８４０－６２４８

建設局　南部建設事務所　下水道管理課　料金係   （０４８）８４０－６２４８

下水道事業受益者負担金
下水道使用料

建設局　北部建設事務所　下水道管理課　排水設備係   （０４８）６４６－３２４９

財政局　北部市税事務所　納税課　法人納税係　（０４８）６４６－３０４３

※収納連絡については納税コールセンター（０４８）７９９－３５３０

建設局　北部建設事務所　下水道管理課　料金係   （０４８）６４６－３２４８

担当所管課科　目

大宮区役所
高齢介護課

市民税・県民税・森林環境税（普通
徴収）
固定資産税・都市計画税
固定資産税（償却資産）
軽自動車税（種別割）
国民健康保険税

（中央区、桜区、浦和区、南区、緑区、市外に住所がある方）
 財政局　南部市税事務所　納税課　納税第１係　（０４８）８２９－１７３２

※収納連絡については納税コールセンター（０４８）７９９－３５３０

（西区、北区、大宮区、見沼区、岩槻区に住所がある方）
 財政局　北部市税事務所　納税課　納税第１係　（０４８）６４６－３０８１

水洗便所改造資金貸付金償還金

介護保険料
（０４８）６４６－３０６８（０４８）６２０－２６６８

西区役所
高齢介護課

高等学校入学料
（中等教育学校進級料）
高等学校授業料
（中等教育学校授業料）

市営住宅等使用料
市営住宅等駐車場使用料

保健衛生局　保健部　思い出の里市営霊園事務所　（０４８）６８６－３４９９

教育委員会事務局　学校教育部　高校教育課　（０４８）８２９－１６７３

西区役所
支援課

（０４８）６２０－２６６１

心身障害者扶養共済

教育委員会事務局　学校教育部　学事課　（０４８）８２９－１６４７

子ども未来局　子ども育成部　子育て支援課
ひとり親家庭就業・自立支援センター　（０４８）８２９－１９４８

福祉局　障害福祉部　障害福祉課　（０４８）８２９－１３０８

見沼区役所
支援課

（０４８）６８１－６０６１

育英資金返還金
（入学準備金・奨学金）

北区役所
支援課

（０４８）６６９－６０６１

西区役所
保険年金課

（０４８）６４６－３０５５

市営霊園管理料（墓地管理料）

し尿収集運搬手数料

母子父子寡婦福祉資金貸付金

保育料

後期高齢者医療保険料

放課後児童クラブ指導料

（０４８）６２０－２６５５

大宮区役所
保険年金課

大宮区役所
支援課

（０４８）６４６－３０６１
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☆ 桜区役所 〒338-8586  さいたま市桜区道場４－３－１ ☎ （０４８）８５８－１１１１
☆ 浦和区役所 〒330-9586  さいたま市浦和区常盤６－４－４ ☎ （０４８）８２５－１１１１
☆ 南区役所 〒336-8586  さいたま市南区別所７－２０－１ ☎ （０４８）８３８－１１１１
☆ 緑区役所 〒336-8587  さいたま市緑区中尾９７５－１ ☎ （０４８）８７４－１１１１
☆ 岩槻区役所 〒339-8585  さいたま市岩槻区本町３－２－５ ☎ （０４８）７９０－０１１１

南区役所
高齢介護課

岩槻区役所
高齢介護課

（０４８）８４４－７１７８ （０４８）７９０－０１６９

南区役所
保険年金課

岩槻区役所
保険年金課

（０４８）８４４－７１６５ （０４８）７９０－０１５７

延滞金に関するお問合せは、埼玉県住宅供給公社　市町村営住宅課まで御連絡ください。

　浦和高等学校
　浦和南高等学校
　大宮北高等学校

（０４８）８８６－２１５１
（０４８）８６２－２５６８
（０４８）６６３－２９１２

諸会費については、各高校へ
お問合せください。

（０４８）７１２－１１７８（０４８）８２９－６１５３

桜区役所
高齢介護課

（０４８）８２９－６１２７ （０４８）７１２－１１６５

浦和区役所
高齢介護課

緑区役所
高齢介護課

担当所管課

（０４８）８５６－６１７８（０４８）８４０－６０６８

中央区役所
高齢介護課

緑区役所
保険年金課

緑区役所
支援課

（０４８）７１２－１１７１

岩槻区役所
支援課

（０４８）７９０－０１６２

南区役所
支援課

（０４８）８４４－７１７１

浦和区役所
支援課

（０４８）８２９－６１３９

浦和区役所
保険年金課

（０４８）８５６－６１６５

中央区役所
支援課

（０４８）８４０－６０６１

桜区役所
支援課

（０４８）８５６－６１７１

中央区役所
保険年金課

（０４８）８４０－６０５５

桜区役所
保険年金課
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